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１．資源の状態 

概要 

漁業 

［対象種を漁獲する漁業］我が国周辺でマサバを漁獲する主な漁業は、まき網、定置網、た

もすくいおよび棒受網である。大中型まき網は、主に常磐～三陸北部海域で 0～2 歳魚を主

対象として 9～翌年 2 月を中心にほぼ周年操業する。中型まき網は千葉県以西の太平洋沿岸

各地で周年操業する。定置網は、太平洋沿岸各地で行われ、三陸沿岸での漁獲が多い。たも

すくいおよび棒受網（火光利用サバ漁業）は、伊豆諸島海域を主漁場とし、1～6 月に越冬、

産卵で集群する親魚群（2 歳以上）を主な対象とする。その他、各地で釣りなどでも漁獲され

る（由上ほか 2023）。 

［対象漁業の操業形態］主要漁業である北部太平洋まき網漁業（北部まき網）で使用される

網船の大きさは、80 トンあるいは 135 トンである（牧野・齊藤 2013）。網の全長は 2 そう

まきが約 1,000m、1 そうまきが 1,600～1,800 m、深さはいずれも 100～250m である（日本

水産資源保護協会 2006）。まき網では、素群れを魚探やソナーで探索して巻いており、FAD
（人工集魚装置）の使用やサメまきは行っていない。 

 

対象種の資源生物研究・モニタリング 

 マサバは重要な水産種であり、資源生態に関する調査研究は古くから積極的に進められて

きた。分布・回遊、年齢・成長・寿命、成熟・産卵に関する知見は、学術論文や報告書として

豊富に蓄積されており、資源評価の基礎情報として利用可能である（1.1.1 5 点）。漁獲量・

努力量データの収集、定期的な科学調査、漁獲実態のモニタリングも毎年行われている（1.1.2 
5 点）。このように定期的に収集される漁業データ、科学調査データに基づき、最近年の漁獲

係数 F をチューニングで推定したコホート解析（tuned VPA）により各漁期年の年齢別資源

尾数が 1970 年から推定されている。（1.1.3.1 5 点）。管理基準値、漁獲管理規則は利害関係

者を含む「資源管理方針に関する検討会」、「水産政策審議会」で決められる。解析手法につ

いては複数の外部有識者（大学の専門家）によるチェックを毎年受けることで客観性が担保

され、資源評価の内容は外部有識者の査読を受けて精緻化されている（1.1.3.2 4 点）。 

 

資源の水準・動向 

  

 本系群の 2021 年漁期親魚量は MSY を実現する親魚量（SBmsy（目標管理基準））を上回

った。2021 年漁期の漁獲圧は MSY を実現する漁獲圧 Fmsy をわずかに下回った。直近 5 年
間（2017～2021 年）の親魚量の推移から資源動向は横ばいと判断される（1.2.1 5 点） 

 

漁業の影響 

 現状の漁獲圧 F2021 は最大持続生産量 MSY を実現する漁獲圧（Fmsy）を下回り（F2021／
Fmsy＝0.98）、現状の親魚量 SB2021 は目標管理基準値である SBmsy を上回っている（1.3.1 5

点）。現状の漁獲圧で漁獲を続けた場合、2031 年に親魚量が限界管理基準 SBlimit を上回る確率

は 98％であり、資源枯渇リスクは小さい（1.3.2 5 点）。 
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 算定された ABC を基に毎年 TAC が決定され配分される仕組みが定着している。また、再

生産関係の解析結果を受けマサバ親魚量の回復目標を 45 万トンとし、漁業者の自主的管理措

置が策定された。 

算定された ABC（生物学的許容漁獲量）は、水産政策審議会を通じて TAC（漁獲可能量）

設定などの漁業管理に反映される仕組みが確立されている（1.3.3 4.6 点）。 

評価範囲 

① 漁業と海域 

由上（2023）によれば、2021 年漁期（7 月～翌年 6 月）における日本の太平洋側のマサ

バ漁獲量は 37.9 万トンであるが、このうちまき網（大中型 1 そうまき、2 そうまき、中小

型の合計）の漁獲量が大部分を占めている。対象海域はマサバ太平洋系群の分布域である

太平洋北区、中区、南区である。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 

統計資料については、由上ほか（2023）においてマサバとしての漁獲統計が収集されて

いる。農林水産統計ではさば類（マサバ、ゴマサバ）として提示されており（農林水産省

2022）、標本港での両種の水揚げ比率や市場での抽出標本の比率をもとに集計している。 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 

水産庁の水産資源調査・評価推進事業の一環として、水産機構が都府県の水産試験研究

機関等と共同して実施した調査結果をもとに資源評価が実施され、その結果は web 上で公

表されている。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 

評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集す

る。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 

評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集する。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング・評価手法 

1.1.1. 生物学的情報の把握 

資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など対象魚種の生物に関する基本的情

報が不可欠である（田中 1998）。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価するために必要な、

生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.3 の 3 項目について評価す

る。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿命、③成熟と産卵である。個別

に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 

本系群は、我が国太平洋南部沿岸から千島列島沖合に分布する。資源高水準期には、ロシ

ア漁船の操業や調査船調査結果などから、幼魚、成魚とも東経 170 度を超えて分布したと考

えられている。1990～2000 年代の低水準の資源では、稚魚は黒潮続流による移送によって東

経 170 度付近まで分布するが（西田ほか 2001）、成魚は索餌回遊範囲が縮小して、加入量水

準の高い年級群以外は東経 150 度以東ではほとんど見られない。最近は資源の増加に伴って

成魚の索餌回遊範囲が北東へ拡大しており、2018 年以降の夏秋季の成魚の分布は千島列島東

方沖の北緯 47 度、東経 166 度付近まで達している（由上ほか 2023）。 

成魚は主に春季（3～6 月）に伊豆諸島海域などで産卵したのち北上し、夏～秋季には三陸

～北海道沖へ索餌回遊する（目黒ほか 2002）。稚魚は春季に本邦太平洋南岸から黒潮続流域、

黒潮－親潮移行域に広く分布し、黒潮続流域～移行域のものは夏季には千島列島沖の亜寒帯

域に北上し、秋冬季には未成魚となって北海道～三陸海域の沿岸あるいは沖合を南下し、主

に房総～常磐海域、一部は三陸海域で越冬する（川崎 1968，飯塚 1974，西田ほか 2001，
川端ほか 2006）。未成魚と成魚の一部は紀伊水道や豊後水道および瀬戸内海へ回遊する。主

産卵場である伊豆諸島海域には明らかに黒潮上流に由来する稚魚が出現すること（小泉 
1992）、産卵場は本邦太平洋南岸から東北海域まで連続していること（黒田 1992）などから、

我が国太平洋側に分布するマサバは同一系群と考えられる。 

全生活史について把握されている原著論文があり、環境要因などによる変化も含め詳細に

把握され、精度の高い十分な情報が利用できるため、5 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

利用でき

る情報は

ない 

生活史の一部のス

テージにおいて、把

握され、十分ではな

いが、いくつかの情

報が利用できる 

生活史のほぼ全

てのステージに

おいて把握され、

資源評価に必要

な最低限の情報

がある 

生活史の一部のステ

ージにおいて、環境要

因による変化なども

含め詳細に把握され、

精度の高い情報が利

用できる 

生活史のほぼ全てのス

テージにおいて、環境

要因などによる変化も

含め詳細に把握され、

精度の高い十分な情報

が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 

マサバの成長は、加入量水準および海洋環境の影響を受けて変化することが知られている

（Watanabe and Yatsu 2004）。成長に雌雄差は見られない。寿命は、漁獲物の年齢構成から

みて 7・8 歳程度と推定され、最大 11 歳の記録がある（飯塚 2002）。2020 年漁期の年齢別

平均体重は 2011～2014 年漁期の平均値と比して著しく低く、1970 年代の高水準期と比べて

も低い値を示し、種内、種間密度の増加による餌料競合を示唆した（Kamimura et al., 2021）。
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対象海域における原著論文等があり、環境要因などの影響も含め詳細に把握され精度の高い

十分な情報が利用できるため、5 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

利用できる情

報はない 

対象海域以外など

十分ではないが、

いくつかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域において

ほぼ把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握され

精度の高い十分な情

報が利用できる 

 

1.1.1.3 成熟と産卵 

1 尾の雌は産卵期間に数回の産卵を行い、1 回の産卵数は 5 万～9 万粒である（加藤・渡邊 
2002）。年齢別成熟割合は成長の変化の影響を強く受けて変化することが知られている

（Watanabe and Yatsu 2006）。2013 年級群以降成長の遅れに伴い成熟年齢の高齢化が見られ、

2 歳魚 0％、3 歳魚 30％、4 歳魚 100％である（由上ほか 2023）。産卵場は伊豆諸島海域を中心

に、紀南、室戸岬、足摺崎周辺など本邦太平洋南岸沿岸各地に形成され、東北海域でも産卵

がみられる。産卵期は 1～6 月である。主産卵場である伊豆諸島海域における産卵盛期は 3・
4 月であるが、2000 年代は産卵期が遅い傾向にある若齢親魚の割合が高いために、5・6 月の

産卵も相対的に高くなっていた（渡邊 2010）。近年は 3、4 月が産卵盛期とみられる（由上ほ

か 2023）。 

対象海域における原著論文等があり、環境要因などの影響も含め詳細に把握され精度の高

い十分な情報が利用できるため、5 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

利用できる情

報はない 

対象海域以外など

十分ではないが、

いくつかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域において

ほぼ把握され、精

度の高い情報が利

用できる 

対象海域において環境

要因などの影響も含め

詳細に把握され精度の

高い十分な情報が利用

できる 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 

資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査は対象魚種の把握並びに資源管理の

実施において多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制としての項目並びに

期間について、1.1.2.1～1.1.2.4 の 4 項目において資源評価の実施に必要な情報が整備されて

いるかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②漁獲量の把握、③漁獲実態調

査、④水揚物の生物調査、である。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。

ここで言う期間の長短とは、動向判断に必要な 5 年間または、3 世代時間（IUCN 2019）を

目安とする。 

 

1.1.2.1 科学的調査 

対象種の生息範囲において黒潮・親潮移行域幼稚魚調査（1996 年以降）、北西太平洋北上

期中層トロール調査（2001 年以降）、北西太平洋秋季浮魚類調査(2005 年以降)、卵採集調査

（1980 年以降）が道都府県、水産機構・水産資源研究所等により長期にわたって実施されて
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おり、資源の多数の項目の経年変化が把握できる（由上ほか 2023）。これらから 5 点とする。 

 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

調査な

し 

対象種の生息

範囲において

過去に実施し

たことがある 

対象種の生息

範囲において

不定期に実施

している 

対象種の生息範囲におい

て定期的に実施しており、

資源のいくつかの項目の

経年変化が把握できる 

対象種の生息範囲におい

て定期的に実施してお

り、資源の多数の項目の

経年変化が把握できる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 

農林水産統計によりサバ類の漁法別・海区別漁獲量は 1970 年以前より把握されている。 

サバ類にはマサバ、ゴマサバを含むが混合比率を主要水揚げ地で調査することでそれぞれ

の漁獲量に按分されている。これらから 5 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が短

期間把握でき

ている 

総漁獲量が長期

間把握できてい

る 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 

対象種の産卵場において 2003 年より定期的にたもすくい網標本漁船の操業記録が得られ

ており、産卵場における成魚の分布密度の変遷が把握されている（由上ほか 2023）。 
漁業情報サービスセンター（JAFIC）により、北部まき網漁業のさば類を対象とした操業

情報から資源量指数（漁場の形成された緯度経度 30 分単位のメッシュあたりの平均 CPUE
の全海区合計）が算出され、1988 年以降示されている（由上ほか 2023）。これらから 5 点と

する。 

 

1.1.2.4 水揚げ物の生物調査 

対象海域の主要な市場で、月別体長・体重・年齢・成熟データ収集のための調査が道県、

JAFIC、水産機構・水産資源研究所等により実施されている（由上ほか 2023）ため、5 点と

する。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

利用できる

情報はない 

分布域の一部につ

いて短期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる短期間の

情報が利用できる 

分布域の一部につ

いて長期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる長期間の

情報が利用できる 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 

 資源評価は、漁業が与える影響に対し漁獲生物資源がどのように変化したか、また、将来

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

利用できる

情報はない 

分布域の一部につ

いて短期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる短期間の

情報が利用できる 

分布域の一部につ

いて長期間の情報

が利用できる 

分布域の全体を把

握できる長期間の

情報が利用できる 



 
 

12

の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析することであり、資源（漁

業）管理のための情報として非常に重要である（松宮 1996）。資源評価方法、資源評価結果

の客観性の 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

 

1.1.3.1 資源評価の方法 

 最近年の漁獲係数 F を、漁獲努力量および 5 つの加入量指標値によるチューニングで推定

したコホート解析により年齢別資源尾数が算定されている。各漁期年の年齢別資源量尾数は

1970 年から推定されている（由上ほか 2022）。これらから評価手法①により 5 点とする。 

評価

手法 
1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

①    単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

詳細に解析した現

存量推定の経年変

化により評価 

②   単純な CPUE
の経年変化に

より評価 

詳細に解析した

CPUE の経年変

化により評価 

 

③  一部の水揚げ地の漁

獲量の経年変化のみ

から評価または、限定

的な情報に基づく CA
による評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

CA よる評価 

  

④    調査に基づき資

源評価が実施さ

れている 

精度の高い調査に

基づき資源評価が

実施されている 
 資源評

価無し 
    

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 

 利害関係者が参画する「資源管理に関する検討会（2020 年 2 月）」および「水産政策審議

会（2020 年 5 月）」を経て本系群の目標管理基準値、限界管理基準値、禁漁水準、および漁

獲管理規則が定められた（由上ほか 2023）。水産庁の水産資源調査・評価推進事業の参画機

関である、水産機構および都道府県の水産試験研究機関等には解析結果およびデータを資源

評価検討の場である資源評価会議前に公開している。報告書は資源評価の翌年度までに水産

庁の HP にて公開している。報告書作成過程では、複数の有識者による助言協力を仰ぎ、有

識者の意見にそった修正がなされる。 

外部有識者の査読はあるが検討の場が完全な公開ではないため 4 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

データや検討の

場が非公開であ

り、報告書等の査

読も行われてい

ない 

 
データや検討の場が条

件付き公開であり、資

源評価手法並びに結果

については内部査読が

行われている 

 
データや検討の場が

公開されており、資源

評価手法並びに結果

については外部査読

が行われている 
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1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 

マサバは長周期の資源量変動を示し、太平洋系群は 1970 年代には高水準であったが、1980
年代は減少傾向となり（図 1.2.1a）、1990 年代から 2000 年代前半まで低水準期が続いたが、

2000 年代後半から増加傾向にある（図 1.2.1a）。本系群における 2021 年漁期の親魚量（164.4
万トン）は MSY を実現する親魚量（SBmsy（目標管理基準））を上回った（SB2021＝
1.06SBmsy）。また 2021 年漁期の漁獲圧は MSY を実現する漁獲圧 Fmsy の 0.98 倍であっ

た（（図 1.2.1b）。動向は直近 5 年間（2017～2021 年漁期）の親魚量の推移から横ばいと判断

した（由上ほか 2023）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 1.2.1a 資源量の推移（由上ほか（2023）より転載）。 
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図 1.2.1b MSY を実現する親魚量(SBmsy)と漁獲圧（Fmsy）に対する過去の親魚量および漁獲

圧の関係（神戸プロット）（由上ほか（2023）より転載）。 

 

以上より評価手法①により 5 点とする。 

 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① 

限界管理基準

値以下 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・減少 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・横ばい 

目標管理基準値～

限界管理基準値・

増加 

目標管理基準

値以上 

② 

低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加  

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 

現状の漁獲圧 F2021 は最大持続生産量 MSY を実現する漁獲圧（Fmsy）を若干下回っている

（F2021／Fmsy＝0.98）。資源水準については図 1.2.1b に示す通り、現状の親魚量 SB2021 は目

標管理基準値である SBmsy を上回っている。このため①の評価基準により 5 点とする。 

 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① 
SBcur ≦ Starget 
Fcur ＞ Fmsy 

 

SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsyまたは 
SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

 SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

② Bcur ≦ Blimit 
Fcur ＞ Flimit 

 Bcur ＞ Blimit 
Fcur ＞ Flimitまたは 
Bcur ≦ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

 Bcur ＞ Blimit 
Fcur ≦ Flimit 

③ Ccur ＞ ABC   Ccur ≦ ABC  

④ 漁業の影響が大きい  漁業の影響が小さい   

⑤ 不明、判定不能     

 

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 

現状の漁獲圧（Fcurrent（F2019-2021））と漁獲管理規則を用いた漁獲圧（F＝0.9Fmsy の場合）

で漁獲を続けた場合の将来予測は図 1.3.2 に示す通りである。現状の漁獲圧と 0.9Fmsy で漁獲を

続けた場合、2031 年に親魚量が SBlimit（SB0.6msy）を上回る確率は、それぞれ 98％、99％で

あり（由上ほか 2023）、資源枯渇リスクは極めて小さいため評価手法①により 5 点とする。 
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図 1.3.2 漁獲管理規則を用いた場合（赤色）と現状の漁獲圧で漁獲を続けた場合（緑色）の

将来予測（由上ほか（2023）より転載）  

親魚量の図の緑破線は目標管理基準値、黄点破線は限界管理基準値、赤点線は禁漁水準、

漁獲量の図の破線は MSY、漁獲割合の図の破線は Umsy を示す。 

評価

手法 
1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

①  資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

 資源枯渇リス

クが中程度と

判断される 

 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 
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②  

③  

資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

 資源枯渇リス

クが低いと判

断される 

 

 判定していない     

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 

資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく資源管理、漁業管理のための情報を増大さ

せる一環として位置づけられる（松宮 1996）。漁業管理方策策定における資源評価結果の反

映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 

評価の結果を受けて、TAC が ABC に等しく設定されて、水産政策審議会で承認されてい

る（水産庁 2021）ため、5 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

漁業制御規則は

ない 

漁獲制御規則があ

るが、漁業管理には

反映されていない 

 
漁獲制御規則があ

り、その一部は漁

業管理に反映され

ている 

 

漁獲制御規則があり、

漁業管理に十分反映さ

れている。若しくは資

源状態が良好なため管

理方策は管理に反映さ

れていない。 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 

我が国の資源管理のための漁業管理規則（harvest control rule）では、管理基準設定に際

し不確実性を考慮した管理基準が設定されている。また、実際の TAC 設定に当たっては不確

実性を考慮して推定された将来予測を考慮している。このため、5 点とする。 
 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

予防的措置は考

慮されていない 
予防的措置は考

慮されているが、

漁業管理には反

映されていない 

 
予防的措置は

考慮されてお

り、その一部は

漁業管理に十

反映されてい

る 

予防的措置が考慮

されており、漁業

管理に十分反映さ

れている 

 

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 

マサバについては水温と再生産の関係が調べられており、加入量変動との関連がある程度

把握されているが、TAC 設定の基となる資源評価には加入後の調査船調査データが用いられ

ているため、4 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

環境変化の影響

については、調べ

られていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

環境変化の影

響が把握され

ているが、現在

環境変化の影

響が把握され、

一応考慮され

環境変化の影響が

把握され、十分に

考慮されている 
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れていない は考慮されて

いない 

ている 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 
水産政策審議会資源管理分科会 において有識者や利害関係者から構成される委員を含め

た検討が行われている(水産庁 2021）。また、自主的な管理方策として 2003 年に資源回復計

画が作成され、大中型まき網の減船や休漁、小型魚の保護を実施してきたが、2012 年からは

漁業者、試験研究機関、水産庁などによる協議会を設置し、親魚量 45 万トンへの回復を目指

す管理措置が策定された（水産庁 2016）。これらから 5 点とする。 
 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

外部専門家や利害関係者の意

見は全く取り入れられていな

い、または、資源評価結果は

漁業管理へ反映されていない 

 
内部関係者の

検討により、

策定されてい

る 

外部専門家を

含めた検討の

場がある 

外部専門家や利害

関係者を含めた検

討の場が機能して

いる 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU漁業などの考慮 

北西太平洋公海域、およびロシア 200 海里水域内における中国、ロシアのさば類漁獲量は

2014 年以降報告があり（水産庁 2019）、両国の漁期年ごとのマサバ漁獲量は推定され資源評

価に考慮されている。このため、4 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

遊漁、外国漁船、

IUU 漁業による

漁獲の影響は考

慮されていない 

遊漁、外国漁船、

IUU 漁業による

漁獲を考慮した漁

業管理方策の提案

に向けた努力がな

されている 

遊漁、外国漁船、

IUU 漁業による

漁獲を一部に考

慮した漁業管理

方策の提案がな

されている 

遊漁、外国漁船、

IUU 漁業による

漁獲を殆ど考慮

する必要がない

か、もしくは十分

に考慮した漁業

管理方策の提案

がなされている 

遊漁、外国漁船、IUU

漁業による漁獲を

考慮する必要がな

いか、もしくは完全

に考慮した漁業管

理方策の提案がな

されている 
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